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備　考

屋外における火災予防に必要な措置の命令

　消防長、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予
防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管
理者若しくは占有者で権原を有する者に対して必要な措置をとるべきことを命ずることができます。

・消防法（昭和23年７月24日法律第186号）第３条第１項
（https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/）

消防局予防部予防課（違反是正）（06－4393－6372）

同上

・消防法第３条第１項
　消防長、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の
予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有
者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずること
ができる。
１　 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具（物件に限る。）又はその使用に際し火災の
　発生のおそれのある設備若しくは器具（物件に限る。）の使用その他これらに類する行為の禁止、停止
　若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備
２　 残火、取灰又は火粉の始末
３　 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理
４　 放置され、又はみだりに存置された物件（前号の物件を除く。）の整理又は除去

　どのような場合に、上記命令を発動するかについては、現場において、個々の事情に応じて具体的かつ
現実的な人命又は火災危険について判断する必要があるので、画一的な基準をお示しすることはできま
せん。
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